
10月29日㈬に臨時議員総会を開催し、第1号議案「第12期 会頭、監事並びに常議員選任の件」、第2号議案「第12期 副
会頭並びに専務理事選任の件」が承認され、第12期の役員および議員企業が決定しました。今回の総会において、豊田浩
子会頭、副会頭（松下雅彦・大場 弘・田中江里子・鈴木直人）、専務理事（伊藤秀志）が再任となり、引き続きこの体制のもと
で第12期の3年間がスタートします。
11月1日より新たな期を迎えますが、再任体制による継続的な取組みを通じて、袋井市内の商工業のさらなる発展と地域

経済の活性化を図ってまいります。今後とも会員の皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
総会終了後は記念講演会を開催し、静岡理工科大学・学長 木村雅和氏にご講演頂きました。木村学長からは「静岡理工

科大学、再始動！」をテーマに、大学再編の意図や大学が目指す方向性等についてお話がありました。当大学では2025年
宣言として「真に地域に貢献する大学に生まれ変わる」を掲げ、地域貢献のための様々な取組みを進めています。また、学
生の就職実績が約100%であり、若手研究者を中心とした研究活動が大変活発に行われているとのことでした。出席者は
木村学長のご講演に熱心に耳を傾けていました。

URL : https://www.fukuroi-cci.or.jp　E-mail : fkcci@fukuroi-cci.or.jp
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◎ご入会ありがとうございました。商工会議所では新会員を随時
募集しております。加入手続きや年会費など、加入に関してご不
明な点がありましたらお気軽にお問合せください。（所在地が市

外の事業所様につきましては、加入の条件がいくつかございますのでご注意願います）

【令和8年度 市行政に関する要望項目】注）※は継続要望

会員数：1,622事業所（令和7年10月29日時点） （敬称略）

新会員紹介新会員紹介

袋井市、袋井市議会に令和8年度要望書を提出しました

（1）小規模事業者支援体制の拡充について
ア 経営発達支援計画、事業継続力強化支援計画の作成・
申請における連携強化

イ 経営指導員等の資質向上に資する研修や資格取得への
支援拡充

ウ 商工会議所が行う地域経済の活性化や観光振興等の専
門相談等に要する事業費への支援拡充

エ 袋井市中小企業及び小規模企業振興基本条例に基づく
施策の推進

（2）地元企業へのＵターン就職の促進について
（3）ウェブサイト関連作成費に係る補助制度の創設について
（4）キャッシュレス決済関連設備導入に対する補助制度の創設

等について
（5）物価高騰による市民生活の負担軽減及び市内消費を喚起

する施策（ふくろい応援商品券）の継続実施について　※
（6）耕作放棄地解消と持続可能な農業基盤構築に向けた助成

制度の拡充・新設について

（1）国・県が実施するエネルギー・原材料価格の高騰対策事業
との連携及び地域の実情に即した支援の創設について

（2）米国の関税措置により影響を受けた中小企業者への資金
繰り等の支援措置の創設について

（1）花火打上会場及び保安区域の除草と枯草の撤去について　※
（2）広岡・国本地区における違法駐車対策、有料観覧会場外の

仮設トイレ設置への支援について　※
（3）掛之上祢宜弥線改築工事完了後の有料観覧エリアに関す

る協議について　※
（4）花火有料観覧会場の設営期間における原野谷川親水公園

東側広場の使用料の減免について

（1）森町袋井インター通り線の整備促進について　※
（2）袋井インターチェンジ周辺へのトラック中継施設の誘致に

ついて
（3）森町袋井インター通り線の高規格化と土地利用構想（東名

高速袋井ICと新東名森掛川ICを結ぶ新産業・物流構想）
の策定について

（4）可睡斎参道における交通事故の防止対策について
（5）街路樹の適正かつ効率的な管理について

（1）小中学校の体育館への空調設備の設置について
（2）学術交流基金を活用した「SISTエグゼクティブ講座」参加

者への助成について
（3）市役所正面玄関前の広場等におけるキッチンカーモデル事

業について
（4）自治会・地域活動への若者（大学生・専門学校生）の参加

促進について

1 経営支援の継続・拡充について

2 エネルギーや原材料価格の高騰、
   米国関税の引き上げへの対応について

4 都市基盤整備について

5 その他

3 ふくろい遠州の花火について

　10月7日㈫に袋井市の大場規之市長、袋井市議会の佐野武次議長
及び近藤正美副議長に対して「令和8年度 市行政に関する要望書」を
提出しました。豊田会頭と副会頭4名は袋井市役所を訪問して大場市
長、佐野議長に要望書を手渡し、その内容について説明しました。大場
市長は「財政状況は厳しいが、できるだけ期待や希望に添えるよう検討し
ていく」と回答しました。令和8年度の要望項目は新規要望が16件、継続
要望が5件です。

地　区 事業所名 代表者 業　種

神　長 ふく米 平井　敦子 飲食料品卸売業

周智郡森町 ㈲昌和組 木下　友弘 建設業

浜松市中央区 ㈱ＴＡＯ 神谷　文健 一般飲食店

地　区 事業所名 代表者 業　種

可睡の杜 胡桃庵 大石　紀子 卸売・小売業

高　尾 Cui Cui 岡村貴代美 パン・ケーキ教室

高　尾 LEAPEX 山城　勇太 一般清掃業
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毎回自動でスイング動画を撮影
イメージと実際の動きの差を
確認して気になる箇所の修正に
活用できます!



求人用ホームページの作り方セミナーを開催求人用ホームページの作り方セミナーを開催

掛川森林果樹公園・アトリエ 平松きよ子氏の講演会を開催
　10月21日㈫に農業産業部会主催による講演会を開催し、掛川森林果樹公園・アトリエ 代表の平松きよ子氏を講師に
迎えて、「人が育ち、会社が変わる“信頼”の力 ～関わり方に悩むすべての人へ～」をテーマにご講演いただきました。平
松氏は、長年にわたり企業研修や人材育成に携わってこられました。講演会では、それらの経験をもとに「会社組織にお
ける人が育つとはどういうことか、信頼されるとは何か」について、具体例を交えながら分かりやすく解説されました。
　平松氏は、「仲間や上司、部下、取引先といった人間関係の中で、信頼が築かれることにより組織が活性化し、結果的
に業績にも良い影響を与える」ことを説明し、「自分は会社をどんな存在と捉えているのか、誰に認めてもらいたいのか」と
いった問いを参加者に投げかけ、参加者に自身の働き方を振り返る時間を設けました。そして、従業員満足（ＥＳ）が顧客満
足（ＣＳ）を生み出し、企業の成長につながる「ＥＳからＣＳへ」の
流れを紹介し、「人に愛され、褒められ、役に立ち、必要とされる
喜びが人を育てる。承認と感謝を伝える習慣が職場の信頼関係
を深める鍵である」ことを強調しながら解説しました。
　講演の中では、障害者雇用や女性の活躍推進、地域との共
生を進める実践事例も紹介し、「誰もが安心して働ける職場づく
り」の重要性を訴えました。聴講者からは「明日からの職場で実践
したい」など、大変参考になったとの声が多く寄せられました。

　去る10月9日、当所3階会議室において「求人用ホームページの作り方セミナー」を開催しました。講師は、当所の登録専
門家でもある㈱襷プロモーション 代表取締役・森山直徳氏です。
　求人用ホームページは、求職者目線に立った詳細な情報を見える化し、自社ブランドの構築に寄与する重要なツールで
す。森山氏はまず、求職者からの信用・信頼を得て自社が選ばれるため
のホームページの構築ノウハウについて解説しました。そして、集客にも欠
かせないツールとして「Googleビジネスプロフィール」の活用法についても
解説しました。セミナー終了後、参加者からは「無料でホームページを開設
できること、袋井商工会議所に無料の個別相談会があることを知ることが
できて良かった」「早速求人用ホームページを作りたい」「Googleビジネス
プロフィールを是非活用したい」などの感想を頂きました。

会費（後期分）納入のお願い会費（後期分）納入のお願い12月3日㈬は会費の
口座振替日です

12月3日㈬は会費の
口座振替日です

　12月3日㈬は、商工会議所会費（後期分）の口座振替日です。前日までに指定口座の残高確認
をお願い致します。
　なお、口座振替を利用されていない方につきましては12月26日㈮が納入期限です。振込みまた
は直接窓口までお持ちくださいますようお願い致します。
　当会議所では、会員事業所様の負担軽減のため、便利で簡単な口座振替をおすすめしていま
す。ご希望の方には「口座振替依頼書」を送付させて頂きますので、お気軽にお申し付けください。
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アクサ生命保険株式会社
静岡支社　遠州営業所
〒436-0079  静岡県掛川市掛川551-2
ＴＥＬ ０５３７－２３－１０９７

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の
各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リス
ク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度で
サポートしています。

１．基礎控除の見直し
　イ 次の通り、合計所得金額
　　に応じて、基礎控除額が
　　改正されました。

２．給与所得控除の見直し
　イ 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
３．特定親族特別控除の創設
　イ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額から、その特定親族1人につき、その特定親族
の合計所得金額に応じて指定された金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

４．扶養親族等の所得要件の改正
　上記１－イの基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。また、上
記２－イの給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算
入する金額の最低保障額が65万円（改正前：55万円）に引き上げられました。

【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
①令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和7年12月1日以後に支払う給与から、この改正が適用されま
す。 ②令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の「基礎控除額」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて
1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。 ③年末調整において「特定親族特別控
除」「改正により扶養親族等の要件を満たす親族等に係る扶養控除等」の適用を受けるためには、各種控除申告書の提出が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　※詳細、最新情報は下記ホームページにてご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

【令和7年12月1日から施行】 税制改正の概要について

（注）1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。
　　2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についての み適用があります。
　　3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

　　　　出典：国税庁パンフレット

○第23回袋商ショップを上記のとおり開催します。
　入場制限はありませんが、以下の点について
　御協力ください。
　・土足では入場できませんので、
　  必ず上履きをお持ちください。
　・会場内で食事は所定の場所でお願いいたします。
　・マイバッグをお持ちください
　・お車でお越しの際は、駐車場を御利用ください。
○皆様の御来場を、心よりお待ちしております。

第23回袋商ショップ
令和7年12月13日・14日（土・日）
入場時間:①   ９:00～11：30
　　　　　　(最終入場11:00)
　　　　 ② 12:30～15：00

下請法改正のポイント
下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とする「通称：下請法（正式名称：下請代金支払遅延等防止
法）」が改正され、令和8年1月1日より改正法が施行されます。建設業関係の事業所にとっては取引内容により「建設
業法」が適用される場合もありますので、「改正下請法」に該当するお取引のある事業所は改正内容について必ずご
確認ください。

新名称：製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
（略称：中小受託取引適正化法／通称：取適法）

◆改正事項のポイント
１．適用対象取引
　(1)「取引の内容」と「資本金基準または従業員基準」から定めています。
　(2)対象とする取引内容は①製造委託②修理委託③特定運送委託④情報成果物作成委託⑤役務提供委託
２．禁止行為の追加
　(1)委託事業者には、4つの義務と11の遵守事項が課されています。
　(2)「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」を定め、一方的に代金を決定し、中小受託事業者の利益を

不当に害する行為を禁止しています。
　(3)手形払が禁止されると共に、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金相当額満額を得ること

が困難であるものは認められません。代金の支払期日は、製品や役務の受領日から60日以内となります。
３．面的執行の強化
　(1)事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与されます。これにより、事業所管省庁において指導及び助

言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管省庁が追加されます。

※取適法の詳細についてはこちらのウェブサイトにてご確認ください。　　　　　

袋井商業高校
ホームページ

4 ふくろい商工会議所だより［Vol.373］� TEL.0538-42-6151

〒437-0064 静岡県袋井市川井880

TEL：0538-43-1625／FAX：0538-43-9425
https://www.g-taisei.com

袋井の発展と共に３０年 〜企業と⼈財を繋ぐ〜

⼀般労働者派遣事業 派 22-300271／有料職業紹介事業 22 ユ-300165

https://g-taisei.jp



https : / /www.axa .co. jp / l i fe -management

アクサ生命保険株式会社
静岡支社　遠州営業所
〒436-0079  静岡県掛川市掛川551-2
ＴＥＬ ０５３７－２３－１０９７

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の
各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リス
ク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度で
サポートしています。

１．基礎控除の見直し
　イ 次の通り、合計所得金額
　　に応じて、基礎控除額が
　　改正されました。

２．給与所得控除の見直し
　イ 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
３．特定親族特別控除の創設
　イ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額から、その特定親族1人につき、その特定親族
の合計所得金額に応じて指定された金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

４．扶養親族等の所得要件の改正
　上記１－イの基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。また、上
記２－イの給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算
入する金額の最低保障額が65万円（改正前：55万円）に引き上げられました。

【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
①令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和7年12月1日以後に支払う給与から、この改正が適用されま
す。 ②令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の「基礎控除額」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて
1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。 ③年末調整において「特定親族特別控
除」「改正により扶養親族等の要件を満たす親族等に係る扶養控除等」の適用を受けるためには、各種控除申告書の提出が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　※詳細、最新情報は下記ホームページにてご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

【令和7年12月1日から施行】 税制改正の概要について

（注）1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。
　　2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についての み適用があります。
　　3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

　　　　出典：国税庁パンフレット

○第23回袋商ショップを上記のとおり開催します。
　入場制限はありませんが、以下の点について
　御協力ください。
　・土足では入場できませんので、
　  必ず上履きをお持ちください。
　・会場内で食事は所定の場所でお願いいたします。
　・マイバッグをお持ちください
　・お車でお越しの際は、駐車場を御利用ください。
○皆様の御来場を、心よりお待ちしております。

第23回袋商ショップ
令和7年12月13日・14日（土・日）
入場時間:①   ９:00～11：30
　　　　　　(最終入場11:00)
　　　　 ② 12:30～15：00

下請法改正のポイント
下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とする「通称：下請法（正式名称：下請代金支払遅延等防止
法）」が改正され、令和8年1月1日より改正法が施行されます。建設業関係の事業所にとっては取引内容により「建設
業法」が適用される場合もありますので、「改正下請法」に該当するお取引のある事業所は改正内容について必ずご
確認ください。

新名称：製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
（略称：中小受託取引適正化法／通称：取適法）

◆改正事項のポイント
１．適用対象取引
　(1)「取引の内容」と「資本金基準または従業員基準」から定めています。
　(2)対象とする取引内容は①製造委託②修理委託③特定運送委託④情報成果物作成委託⑤役務提供委託
２．禁止行為の追加
　(1)委託事業者には、4つの義務と11の遵守事項が課されています。
　(2)「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」を定め、一方的に代金を決定し、中小受託事業者の利益を

不当に害する行為を禁止しています。
　(3)手形払が禁止されると共に、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金相当額満額を得ること

が困難であるものは認められません。代金の支払期日は、製品や役務の受領日から60日以内となります。
３．面的執行の強化
　(1)事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与されます。これにより、事業所管省庁において指導及び助

言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管省庁が追加されます。

※取適法の詳細についてはこちらのウェブサイトにてご確認ください。　　　　　

袋井商業高校
ホームページ
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9月の業況指数（ＤＩ指数）

ＬＯＢＯ調査とは

LOBO －商工会議所早期景気観測調査－LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
9月のポイント「業況DIは、残暑による外出控えが足かせでほぼ横ばい。先行きは、気温低下と賃上げ期待で上向きを見込む。」9月のポイント「業況DIは、残暑による外出控えが足かせでほぼ横ばい。先行きは、気温低下と賃上げ期待で上向きを見込む。」

【2025年度の賃金（正社員）の動向②】【2025年度の賃金（正社員）の動向①】

商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月ヒアリング調査し、その集計結果をリアル
タイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する意見活動に資することを目的としています。

〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
調査対象企業のうち、「好調」と回答
した割合から「不調」と回答した割合
を引いたものです。

全産業合計の業況DIは、▲18.6（前月比＋0.2ポイント）。製造業
では、残暑による外出控えの継続に伴い食料品関係の引き合い
が減少しているほか、秋物衣料の売れ行きが不調なことで繊維
製品関係が振るわず、悪化した。一方、建設業では、設備投資需
要が底堅く推移しており、改善した。また、小売業も一部の百貨
店・総合スーパーでイベント効果などがみられ、改善した。卸売業
は小売業からの引き合いを受けて改善した。高い水準での賃上
げや米国関税交渉の合意に伴い、消費マインドはわずかながら上
向きつつある。一方、残暑による外出控えの影響が継続し、業況
はほぼ横ばいとなった。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「当社管内では、県および市発注の公共工事が増加して
おり、近隣の建設業者も含め業況が改善している」（一般工事
業）「猛暑が続く中、暑さ対策として遮熱塗装の営業を強化すべ
くチラシによる販促を開始したところ、需要の掘り起こしにつなが
り、受注が増加した」（塗装工事業）

【製造業】「残暑で当社製品を販売する小売店の客数が減少して
いる。また、物価高の影響により消費者の節約志向が高まってお
り、販売数も減少している」（パン・菓子製造業）「米国関税措置
の影響を受けた取引先メーカーで在庫調整が始まり、当社への
発注も3か月停止すると通達があった」（電気計測器製造業）

【卸売業】「10月のWindows10サポート終了に向け、パソコンの更新
需要が高まっている。また、これを機に生産性向上につなげようと
する動きがあり、製品やサービスの相談が増加している」（一般機
械器具卸売業）「猛暑や天候不順で生鮮品の生育が不安定で
ある。品目によっては高値が続くことが予想され、消費者の買い控
えが懸念される」（農畜産水産物卸売業）

【小売業】「猛暑の影響で夏のアウトドア需要が減少するなど、消費
者の生活スタイルに変化がみられている。インバウンドも含め、コト
消費に対する需要は高いため、家族で楽しめるような体験を提案
していきたい」（百貨店）「大阪・関西万博で地域の食文化を紹
介するブースに参加することができ、当社商品をアピールすること
ができた」（総合スーパー）

【サービス業】「残暑が厳しい中、台風等天候不良の影響もあって
客数が減少している。こうした中、店内の暑さ対策のための設備
投資が必要不可欠となり、業績を圧迫している」（飲食店）「大規
模な設備投資工事の影響で近隣の同業他社を含め受注は旺
盛。どこも人手不足で対応しきれていない状況で、単価も上がっ
ている」（運送業）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲１８．６ ▲１０．２ ▲２３．９ ▲２４．８ ▲２３．６ ▲１２．３

関東 　 　 　 　 　

▲１５．７ ▲９．７ ▲１８．６ ▲１６．３ ▲１８．５ ▲１４．０

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲１７．３ ▲７．７ ▲１８．９ ▲２４．３ ▲２２．６ ▲１４．４

関東 　 　 　 　 　

▲１３．９ ▲９．７ ▲１１．９ ▲１２．２ ▲１９．６ ▲１４．７

　 　 　 　
良好 ほどほど 不調 極めて不調
０．１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上

■ LOBO調査　業況天気図（前年同月比：2025年9月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2025年10月～2025年12月）
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■経営計画策定専門家派遣の例
◯新商品やサービスの開発計画策定
◯商品やサービスの販路開拓計画策定
◯自動化、省力化、作業効率の向上計画策定
◯ＢＣＰ（事業継続計画）策定
◯事業承継計画策定
◯国や県の各種補助金申請計画策定

■効率的・効果的なアドバイスのために
◯当所職員が、予め相談内容・課題等をお聞きし、最適な専門家と
マッチングいたします。
◯相談者と専門家との日程調整・パイプ役を当所職員が行います。
◯相談・アドバイスに必要な関係書類（決算書等）があれば、お預か
りし、事前に専門家へお渡しします。
◯相談内容・課題等の状況により、当所職員が
　同席・同行いたします。

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内

経営計画策定支援のために専門家を派遣します

■定例なんでも相談会　要予約制

■事業承継相談会　要予約制

■融資相談会　要予約制

■事業環境変化対応型支援事業個別相談会　要予約制

袋井商工会議所「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」設置中

会場：袋井商工会議所　予約、お問合せ ＴＥＬ 0538-42-6151  Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

●貸付対象　小規模事業者
●貸付限度額　2,000万円
●資金使途　運転資金、設備資金

●金利　2.0％（令和7年11月1日現在）
無担保・無保証人の融資制度「マル経融資」を利用しましょう

〇詳細はお問合せください〇

〇詳細はお問合せください〇

■対　　象　主に小規模事業者　　　　　　　■専  門  家　当所の登録専門家
■派遣回数　1事業所最大5回まで利用可能　　■料　　金　無料
　　　　　　（1回・1時間程度）

日時 内容 専門家等

12月12日㈮
13：30～16：00

運転資金、設備資金、創業融資　ほか
日本政策金融公庫浜松支店
国民生活事業
静岡県信用保証協会浜松支店

日時 内容 専門家等
12月11日㈭
9：00～15：30 親族内承継、第3者承継 静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

エリアコーディネーター

日時 内容 専門家等

1月8日㈭
13：30～16：00

法律相談（トラブル、整理ほか） 弁護士法人佐々木・髙平法律事務所
むつみ司法書士事務所

労務相談（助成金、働き方改革 ほか） 中村社会保険労務士事務所
税務相談（記帳、節税　ほか） 東海税理士会磐田支部派遣税理士

12月3日㈬・17日㈬
9：00～ 16：00

不定期
（都度開催します）

ホームページ作成・診断・リニューアル、
ＳＮＳ活用、ＥＣサイト作成　ほか

ＩＴコンサルタント
森山直徳　氏　ほか

ＢＣＰ作成・見直し（事業継続力強化計画） 中小企業診断士
豊田和之　氏　ほか

日時 内容 専門家等
各種補助金、販路開拓、事業転換・再構築、
事業計画作成　ほか

中小企業診断士
村越誠也　氏
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経営革新計画承認企業 株式会社天峰建設

当社は、主に神社仏閣の本堂の他、お堂や山門の設計施工、文化財の修理修復、屋台・山車の設計施工を行って
おります。昨今、少子高齢化など檀家減少の影響で本堂など大規模改修工事が減少、建物建築だけに依存しない事
業展開が急務となったことから、マルチ四面かんな盤の導入と漆塗りの為の作業場所を整備し、神社仏閣で使用され
る宮殿（くうでん）や須弥壇（しゅみだん）といった数千万円にもなる大型仏具など、漆塗り仏具製造への新事業展開を
図ったところです。
自社内での漆塗り技術を確立する事が出来たことから、今回の経営革新計画では、宮大工としての木工加工技術

や特殊な装飾などの木彫技術、仏具漆塗りのノウハウを活かして、神社仏閣に
安置される仏像、神像、御像、隋神像、僧像、狛犬像などの木彫像、愛犬家の
思い出として犬や猫のペット像、干支の置
物、など各種木彫像をオーダーメードで製
造（受注生産）・販売し、さらに、漆塗り技
術を活かして漆塗り像にも対応することで
差別化及び高付加価値な事業展開を図
り、経営の安定化を目指します。

テーマ

企業概要企業概要
【企業名】株式会社天峰建設
【代　表】澤元　薫
【所在地】袋井市横井115-3
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-43-6773
【業　種】木造建築工事業
【U R L】https://tenpou.co.jp/

宮大工によるオーダーメード木彫像及び漆塗り像の製造販売

経営革新計画承認企業 株式会社鈴正建設

今回の経営革新は、減農薬・無農薬による農作物の栽培を目指している露地栽培農家に向けて、環境負荷の少な
い高温の温水による安心・安全な畝間や果樹下の除草サービスを提供します。これ以外にも、幼保園、公園など子ども
やペットがいる場所の除草、更に、砂場の殺菌、水稲の害虫駆除、など水平展開による事業の拡大を図ります。温水除
草は、約90℃前後の高温水を植物の根元付近に散布することで、植物のタンパク質構造を変異させ、育成障害を発生
させて枯死させる方法です。メリットとして、環境に優しい、安全性が高い、根まで枯らし効果的、などが挙げられます。ま

た、高温の温水の他への活用として、除菌や害虫駆除（ジャンボタニシ）などへの
展開も期待できます。また、土木工事での
後清掃にも活用できるなど機材の稼働率
を高められ、従来レンタルしていた高圧洗
浄機の費用も削減できます。

テーマ

企業概要企業概要
【企業名】株式会社鈴正建設
【代　表】鈴木 秀之
【所在地】袋井市土橋309-1
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-43-5813
【業　種】一般土木建築工事業

　　　　　　　　　　　　　　

環境に配慮した露地栽培向け温水除草サービスの提供

仏像の製作・修理

ふくろい応援商品券【第6弾】の利用期間、換金に関するお知らせふくろい応援商品券【第6弾】の利用期間、換金に関するお知らせ
10月24日㈮から「ふくろい応援商品券」の利用期間が始まりました。商品券の取扱店

登録をしている店舗には取扱店であることを示すミニポスターが貼ってありますので、
12月31日㈬までにそれらの店舗にてご利用ください。なお、有効期限である12月31日
㈬を過ぎた商品券は使用できませんので十分にご注意ください。
取扱店で利用された商品券の換金ですが、換金期間は11月4日㈫～令和8年1月16日㈮です。袋井商工
会議所及び浅羽町商工会にて、平日9:30～12:00・13:00～16:00で受け付けております（土日・祝日、年
末年始を除く）。換金の際には、使用済み商品券と一緒に必ず「取扱店換金依頼書」をお持ちください。換金
期限の令和8年1月16日㈮を過ぎてからの持込みには一切応じられませんので、換金のお忘れがないようよ
ろしくお願い申し上げます。
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